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１ ． 事 務 事 業 の 類 型  

 
１ 目的  
  この要領は、秦野市の環境目標の設定並びに見直しの方法を明確に

することを目的とする。  

 
２ 適用範囲  
  この要領は、こども園、幼稚園、小学校及び中学校を除く秦野市にお

ける環境目標の設定並びに見直し手続きに適用する。  
 

３ 環境目標の設定 

環境管理推進事務局及び各部門は、次の事項を配慮し、環境目標の設

定を行う。なお、目標は可能な限り数値化する。 

(1) 環境側面、環境影響 

(2) 順守義務（法的及びその他の要求事項） 

(3) 利害関係者、運用上及び事業上の要求事項 

(4) 潜在的なリスク、機会及び緊急事態等への対応、 

(5) 技術的、財政的見地からの実現可能性 

(6) 環境基本計画 

 (7) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

 

４ プロセスシートの作成   

    各部門は、環境目標を設定するにあたり、配慮事項に沿った目 

標設定をするため、様式 1「環境目標設定プロセスシート」を作成す

る。 

 

５ プロセスシートの作成手順 

(1) 事業プロセスの決定 

「事業計画」、「歳出予算要求書」等を基に事業プロセスを決定し、

プロセス名及び概要を記入する。 

 (2) 著しい環境側面及び環境影響の特定 

   インプット、資源、運用方法、目標値、アウトプットを記入し、導

き出される環境側面（環境に与える原因）と環境影響（環境に対す

る結果）を特定する。 

 (3) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）のゴールの設定 

   事業プロセスに関連するＳＤＧｓのゴールを選択し、記入する。 

 

６ 部門別の環境目標の設定 

 (1) 「部門別環境目標（設定・計画・評価）表」の作成  
    環境管理副責任者は、各部門の環境目標の設定を指示し、指示が

あった部門は、プロセスシートの作成後、自部門の環境目標を設定

し、様式 307-02「部門別環境目標（設定・計画・評価）表」を作成 
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する。 

(2) 環境目標の審査及び承認 

   各部門責任者は、自部門の環境目標が、３項の各事項に整合して

いるか審査する。 

（3） 環境管理副責任者は、各部門の環境目標が３項の各事項に整合し

ていることを確認し、承認する。 

 (4) 環境目標の周知 

   各部門責任者は、承認を受けた様式 2「部門別環境目標（設定・計

画・評価）表」を自部門に周知する。 

 

 

 

各部門の環境目標設定の流れ（図１） 

 

 

 
 
 
 
 

環境目標設定の指示  

部門別環境目標(設定・計画・

評価)表（様式 2）の作成  

(環境管理副責任者 ) 

(各部及び各課等 ) 

３項の各事項への整合を審査  

３項の各事項への整合を確認

し、承認  

(部門責任者 ) 

(環境管理副責任者 ) 

環境目標設定プロセスシート  

（様式 1）の作成  
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６ 「全体環境目標設定表」 

(1) 環境管理推進事務局は、全体環境目標を立案し、様式 3「全体環境

目標設定表」を作成する。 

(2) 環境管理推進事務局は、作成した「全体環境目標設定表」について

環境管理副責任者の審査を受け、環境管理推進委員会にて審議し、

適当と認められた場合は、市長がこれを承認する。 

 (3) 環境目標の周知 

   環境管理推進事務局は、決定した「全体環境目標設定表」を関係

部門に周知する。 

 

全体の環境目標設定までの流れ（図１） 

 

７ 環境目標の達成状況の確認及び見直し 

(1) 各部門責任者は、定期的に計画の進捗状況を把握し、遅延しないよ

う管理する。 

(2) 部門責任者は、１年間の環境管理活動の実績を審査し、環境管理

推進事務局へ報告する。 

(3)  各部門の環境目標の見直しは、年１回定期的に、あるいは新規事

業の発生等に伴い目標が不適合となった場合に行う。 

   なお、見直しに当たっては、第３項に準じて行う。 

 (4) 定期的及び随時の見直し 

   全体環境目標の見直しは、環境管理推進委員会において、年１回

定期的に実施する。また、市長が必要と認めた場合は、随時見直し

を行う。 

   なお、見直しに当たっては、第３項に準じて行う。 

 

 

 

「部門別環境目標(設定・計画・評価)表」 

（様式 1）の作成  
(各部及び各課等 ) 

(環境管理推進事務局 ) 「全体環境目標設定表」  

（様式 3）の作成  

環境管理推進委員会にて審議後、市長が承認  
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８ 適合及び不適合の基準 

  各部門の環境目標における適合及び不適合の基準は次のとおりと

する。 

(1) 各部門の環境目標の数値基準達成度１００％以上は、「◎」とし、

適合とする。 

(2) 各部門の環境目標の数値基準達成度８０％以上は、「○」とし、

適合とする。 

(3) 各部門の環境目標の数値基準達成度８０％未満は、「●」とし、

不適合とする。 

 

９ 記録と保管 

 環境目標に関する環境記録の保管等は、次のとおりとする。 

№ 記録名称 作成者 審査 承認 保管元 
保管

期間 

1 
様式 1「環境目標設定プロ
セスシート」 

各課等担
当者 

部門責任
者 

部門責任
者 

環境管理
推進員 

3 年 

2 
様 式 2「部門別環境目標
（設定・計画・評価）表」 

各課等担
当者 

部門責任
者 

環境管理
副責任者 

環境管理
推進員 

3 年 

3 
様式  3「全体環境目標設

定表」 

環境管理
推進事務
局 

環境管理
副責任者 

環境管理
最高責任
者 

環境管理
推進事務
局 

3 年 
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版 改訂日付 改訂条項 改訂内容 
作 成  

（起案） 
審 査  

承 認  
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